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1月 （睦月） JANUARY

1日・元日

11日・成人の日

日本酒（清酒）は、正月には欠かせないお
酒といえます。清酒の中でも高級酒と言われ
ている吟醸酒は、精米歩合60％以下のものを
指します。たとえば精米歩合60％の場合は、
玄米の表層部を40％削り取ることをいいま
す。ちなみに、通常の清酒は75％以下、家庭
で食べる白米は92％程度の精米歩合です。

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

2月1日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 2月1日

国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7～12月分） 1月12日

上記の納期の特例適用者で、納期限の特例

に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 2月1日

国　税／5月決算法人の中間申告 2月1日

国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 2月1日

地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 2月1日

地方税／給与支払報告書の提出 2月1日

労　務／労働保険料の納付（第3期分） 2月1日

（労働保険事務組合委託の場合2月15日まで）

吟醸酒

1 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント
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あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す



平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

暫
定
措
置
と
し
て
、
出
産
費
用
に
係

る
支
払
方
法
が
、
従
来
の
受
取
代
理

制
度
の
他
に
直
接
支
払
制
度
も
利
用

で
き
る
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
。
こ

の
改
正
に
伴
い
事
前
申
請
制
度
は
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

以
降
の
出
産
育
児
一
時
金
制
度
に
つ

い
て
は
、
妊
産
婦
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
を
図
る
た
め
の
保
険
給
付
及
び

費
用
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
引
き

続
き
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

づ
き
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

直
接
支
払
制
度
と
は

直
接
支
払
制
度
と
は
、
ど
の

よ
う
な
制
度
な
の
で
す
か
。

病
院
、
診
療
所
ま
た
は
助
産
所

（
以
下
「
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）

が
被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
出
産
育
児

一
時
金
ま
た
は
家
族
出
産
育
児
一
時

金
（
以
下
「
出
産
育
児
一
時
金
等
」

と
い
う
）
の
支
給
申
請
及
び
受
取
を

直
接
協
会
け
ん
ぽ
な
ど
の
保
険
者
と

行
う
制
度
を
い
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ケ
ガ
を
し
て
治
療
を

受
け
た
場
合
に
は
、
患
者
は
医
療
機

関
等
の
窓
口
で
原
則
三
割
の
自
己
負

担
額
を
支
払
い
、
残
り
の
七
割
は
医

療
機
関
等
が
保
険
者
に
請
求
す
る
と

い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

直
接
支
払
制
度
の
仕
組
み
も
こ
れ
と

同
じ
で
す
。

な
お
、
こ
の
直
接
支
払
制
度
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
各
医

療
機
関
ご
と
に
よ
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
確
認
し
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

直
接
支
払
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

直
接
支
払
制
度
を
利
用
す
る

場
合
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
教

え
て
下
さ
い
。

出
産
費
用
が
直
接
支
払
制
度
に

変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト

と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①

被
保
険
者
等
は
退
院
時
の
支

払
い
の
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め

ま
と
ま
っ
た
現
金
を
用
意
し
な

く
て
済
む
よ
う
に
な
り
、
一
時

的
な
負
担
が
か
な
り
軽
減
さ
れ

る
こ
と
。

②

申
請
手
続
き
が
、
原
則
と
し

て
不
要
に
な
っ
た
こ
と
。

本
制
度
を
利
用
す
る
場
合
の

手
続
き

直
接
支
払
制
度
を
利
用
し
た

い
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
か
。

被
保
険
者
等
が
、
次
の
手
続
き

を
す
る
だ
け
で
す
。

①

被
保
険
者
証
等
（
日
雇
特
例

被
保
険
者
の
受
給
資
格
者
票
ま

た
は
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

資
格
証
明
書
を
含
む
）
を
医
療

機
関
等
に
提
示
す
る
こ
と
。

②

医
療
機
関
等
の
窓
口
に
お
い

て
、
申
請
・
受
取
に
係
る
代
理

契
約
（
用
紙
は
医
療
機
関
等
が

用
意
）
を
締
結
す
る
こ
と
。

出
産
費
用
が
四
二
万
円
に
満

た
な
い
場
合

出
産
費
用
が
四
二
万
円
に
満

た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
差
額

は
ど
う
な
る
の
で
す
か
。

出
産
費
用
が
四
二
万
円
（
産
科

医
療
補
償
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い

医
療
機
関
等
で
出
産
し
た
場
合
は
三

九
万
円
）
未
満
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
差
額
分
は
、
後
日
、「
出
産
育
児

一
時
金
内
払
金
支
払
依
頼
書
・
差
額

申
請
書
」
に
、
必
要
書
類
を
添
付
し

て
、
協
会
け
ん
ぽ
等
の
保
険
者
に
請

求
し
ま
す
（
郵
送
可
）。

a

差
額
申
請
書
（
医
療
機
関
等
へ

出
産
費
用
（
代
理
受
取
額
）
が
振

り
込
ま
れ
た
後
に
支
払
い
を
希
望

す
る
場
合
の
も
の
）
と
し
て
提
出

す
る
場
合

医
療
機
関
等
か
ら
交
付
さ
れ
る

出
産
費
用
の
領
収
・
明
細
書
の
コ

ピ
ー

s

内
払
金
支
払
依
頼
書
（
医
療
機

関
等
へ
出
産
費
用
が
振
り
込
ま
れ
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3 1月号

る
前
に
出
産
育
児
一
時
金
等
と
出

産
費
用
と
の
差
額
の
支
払
い
を
希

望
す
る
場
合
の
も
の
）
と
し
て
提

出
す
る
場
合

①

医
療
機
関
等
か
ら
交
付
さ
れ

る
出
産
費
用
の
領
収
・
明
細
書

の
コ
ピ
ー

こ
れ
に
「
出
産
年
月
日
」
及

び
「
出
生
児
数
」
が
記
載
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
、
申
請
書
所

定
欄
に
医
師
・
助
産
師
の
証
明

ま
た
は
市
区
町
村
の
証
明
の
う

ち
い
ず
れ
か
の
証
明
。
こ
の
証

明
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、

戸
籍
謄（
抄
）本
、
戸
籍
記
載
事

項
証
明
書
、
登
録
原
票
記
載
事

項
証
明
書
、
出
生
届
受
理
証
明

書
、
母
子
健
康
手
帳
ま
た
は
住

民
票
の
写
し
の
う
ち
の
ひ
と
つ

②

医
療
機
関
等
か
ら
交
付
さ
れ

る
直
接
支
払
制
度
に
係
る
代
理

契
約
に
関
す
る
文
書
の
コ
ピ
ー

出
産
費
用
が
四
二
万
円
を
超

え
る
場
合

出
産
費
用
が
四
二
万
円
を
超

え
る
場
合
の
精
算
は
、
ど
う
す

る
の
で
す
か
。

出
産
費
用
が
四
二
万
円
を
超
え

た
と
き
に
は
、
医
療
機
関
等
の
窓
口

で
そ
の
超
え
た
額
を
支
払
え
ば
足
り

ま
す
。

高
額
な
費
用
が
必
要
に
な
る

と
わ
か
っ
た
と
き

帝
王
切
開
等
の
手
術
な
ど
の

た
め
、
費
用
が
高
額
に
な
る
と

わ
か
っ
た
と
き
、
一
時
的
な
出

費
を
抑
え
る
た
め
の
方
法
は
あ

り
ま
す
か
。

妊
婦
健
診
な
ど
の
際
の
医
師
の

判
断
に
よ
り
、
帝
王
切
開
等
の
手
術

や
入
院
療
養
を
要
す
る
な
ど
高
額
な

保
険
診
療
が
必
要
と
わ
か
っ
た
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
加
入
す
る
保
険
者

に
「
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
申

請
書
」
を
提
出
（
郵
送
可
）
し
て

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
低
所
得
者

の
場
合
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」）
を
交
付
し
て
も

ら
い
医
療
機
関
等
に
提
示
す
れ
ば
、

そ
の
月
の
患
者
の
支
払
は
自
己
負
担

限
度
額
だ
け
で
済
み
ま
す
。

直
接
支
払
制
度
を
利
用
し
な

い
場
合

直
接
支
払
制
度
を
利
用
し
な

い
被
保
険
者
に
対
す
る
給
付
方

法
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

直
接
支
払
制
度
を
利
用
し
な
い

で
出
産
し
た
場
合
や
海
外
で
出
産
し

た
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
被
保
険
者

等
が
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
出
産
費

用
の
全
額
を
支
払
い
、
後
日
、
保
険

者
に
出
産
育
児
一
時
金
の
申
請
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
際
、
次

の
書
類
を
添
付
し
ま
す
。

①

医
師
ま
た
は
助
産
師
が
発
行

し
た
出
生
証
明
書
等
、
出
産
の

事
実
を
証
明
す
る
書
類
（「
出
産

育
児
一
時
金
支
給
申
請
書
」
に

証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
添
付
書
類
は
不
要
。
こ
の

証
明
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
は

Ｑ
４
s
①
の
書
類
の
う
ち
い
ず

れ
か
ひ
と
つ
）

②

医
療
機
関
等
か
ら
交
付
さ
れ

る
代
理
契
約
に
関
す
る
文
書
の

コ
ピ
ー
（
海
外
で
出
産
し
た
場

合
は
不
要
。
③
も
同
じ
）

③

医
療
機
関
等
か
ら
交
付
さ
れ

る
出
産
費
用
の
領
収
・
明
細
書

の
コ
ピ
ー

出
産
費
用
貸
付
制
度

直
接
支
払
制
度
の
準
備
が
調

わ
な
い
医
療
機
関
等
で
出
産
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
退
院

時
の
支
払
額
を
で
き
る
限
り
少

な
く
し
た
い
の
で
す
が
、
何
か

方
法
は
あ
り
ま
す
か
。

こ
の
よ
う
な
協
会
け
ん
ぽ
の
被

保
険
者
等
を
対
象
に
、
出
産
費
用
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
出
産
費
用
貸

付
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
出
産
育
児
一
時
金

等
が
支
給
さ
れ
る
ま
で
の
い
わ
ば
つ

な
ぎ
の
資
金
と
し
て
、
無
利
子
で
貸

し
付
け
る
も
の
で
す
。

貸
付
の
対
象
者
は
、
次
の
と
お
り

で
、
貸
付
額
は
一
万
円
を
単
位
と
し

て
、
出
産
育
児
一
時
金
等
の
八
割
相

当
額
（
三
三
万
円
）
の
範
囲
内
で
、

被
保
険
者
等
が
希
望
す
る
額
で
す
。

①

出
産
予
定
日
ま
で
一
カ
月
以

内
の
被
保
険
者
等

②

妊
娠
四
カ
月
以
上
の
女
性
で
、

医
療
機
関
等
に
一
時
的
な
支
払

が
必
要
と
な
っ
た
被
保
険
者
等

申
請
す
る
人
は
、「
出
産
費
貸
付
金

貸
付
申
込
書
」（
用
紙
は
協
会
け
ん
ぽ

都
道
府
県
支
部
に
あ
り
ま
す
）
に
必

要
事
項
を
記
入
後
、
確
認
資
料
を
添

付
し
て
、
協
会
け
ん
ぽ
都
道
府
県
支

部
に
提
出
し
ま
す
（
郵
送
可
）。
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免除期間のある人に対する
年金給付の改善

基礎年金の国庫負担割合が、
１／２に引き上げられたそうで
すが、これにより保険料免除期

間のある人等の年金給付額はどのように変
わるのですか。

長期的な負担と給付の均衡を図
り、年金制度を持続可能なものと
するため、平成16年に成立した年

金制度改正法において、基礎年金の国庫負
担割合が１／３から１／２に引き上げられ
ることになり、平成21年４月以降の免除期
間を有する人から適用されます。
免除期間のある人の年金額については、

拠出した保険料と国庫負担分を勘案して計
算が行われます。
この改正により、年金額の計算方式が変

更され保険料及び年金に反映される割合
は、下表のように改善されます。

1月号 4

事
業
主
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由

に
よ
り
労
働
者
を
一
時
休
業
さ
せ
た

時
に
は
、
平
均
賃
金
の
六
割
以
上
の

休
業
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
休
業
手
当
に
係
る
労

働
・
社
会
保
険
の
取
扱
い
で
注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①

休
業
手
当
は
、
労
働
基
準
法
第

十
一
条
の
賃
金
に
該
当
し
ま
す
の

で
、
労
働
保
険
料
の
徴
収
対
象
と

な
り
ま
す
。

②

前
記
の
よ
う
に
一
時
帰
休
に
伴

い
、
就
労
し
て
い
た
な
ら
ば
受
け

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
報
酬
よ
り
も
低

額
な
休
業
手
当
等
が
支
払
わ
れ
た

時
は
、
こ
れ
を
固
定
的
賃
金
の
変

動
と
み
な
し
て
、
随
時
改
定
の
対

象
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

ち
な
み
に
、
休
職
に
よ
り
休
職
給

を
受
け
た
場
合
は
固
定
的
賃
金
の
変

動
と
は
み
な
さ
れ
ま
せ
ん
。

若年者等正規雇用化特別奨励金

年長フリーター（25歳以上40歳未満）
及び30代後半の不安定就労者または採用
内定を取り消された人（雇入れ日の満年
齢が40歳未満）で、就職先が未決定の学
生等を正規雇用する事業主が、一定期間
ごとに引き続き正規雇用している場合に
は若年者等正規雇用化特別奨励金として、
次の額が３回に分けて支給されます。
①　中小企業事業主

100万円（第１期50万円、第２期
及び第３期は25万円）
②　前記以外の事業主

50万円（第１期25万円、第２期及
び第３期は12万５千円）
なお、原則として、事前にハローワー

クに本奨励金の対象となる求人を出して
いることが要件となります。
詳しくは、都道府県労働局またはハロ

ーワークにお問い合わせ下さい。

休
業
手
当
に
係
る
労
働
・
社
会
保
険
の
取
扱
い




